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特定公共賃貸住宅入居者申込案内書

◎ 入居者資格

 いいえ   

              はい                           はい         いいえ

いいえ

                             はい

いいえ

                              はい                              

いいえ

                             はい

⑤申込者及び同居予定者が暴力団員ですか？  はい

                             いいえ 暴力団員ではありません

①現に同居し、または同居しよ

うとする親族がありますか

単身での入居を希望する場合、条件

が付されます。条件に合いますか。

②収入基準を満たしていますか

（収入基準は５～７頁をご覧ください）

入

居

申

込

③自ら居住するための住宅を必要としていますか

（但し、転貸するために賃借しようとする者、当該特定公共賃貸住

宅をセカンドハウスとして利用しようとする者等は除く

④市町村民税を滞納していませんか

入居申し込みできます（本庁及び各支所で受付します）
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入居までの手続き（特定公共賃貸住宅入居申し込みから入居まで）

市営住宅等入居申込受付（原則として募集する

月の１日から１０日まで）

入  居  者  の  選  考
応募多数の場合は公開で抽選。（募集する月

の２０日頃）

入 居 許 可 書 の 交 付 募集する月の２１日頃

〔入居に伴う手続き〕

○ 募集する月の末日までに

・ 敷金（家賃の３ヵ月分）の納付

・ 連帯保証人が署名する入居請書の提出

・ 連帯保証人の印鑑証明書、前年の所得を証

明する書類（所得証明書）及び過去３年分の

納税証明書の提出

入居説明（部屋のかぎの交付）

入          居

※ 入居が決まった方は

入居の許可のあった日から１０日以内に上記の入居手続きをしてください。ただし、１０日以内に手続

きができない方は申し出てください。申し出のない方につきましては入居許可を取り消す場合がありま

す。

※ 連帯保証人とは

入居者の義務について、連帯してその履行の責任を負うことになります。入居者が義務を履行しない

場合、連帯保証人の方に履行指導を依頼し、本人に代わっての履行を要請することがあります。

次の条件を満たす方が１名必要になります。

（１） 一関市内に住所があり、独立した生計を営んでいる方。

（２） 入居者と同程度以上の収入がある方で、市長が適当と認めた方。

（３） 市町村民税等を滞納していない方。

※ 入居請書とは

みなさんが、特定公共賃貸住宅条例に定められた条項を確実に励行し、これに違反しないこと

を約束する確約書です。この約束に反した場合、市は入居者に明け渡しを求めることがあります。

※ 敷金の納入は

市の発行する納付書により納入してください。（入居時の家賃 3ヵ月分になります。）この敷金は、あな
たが市営住宅等を返還した後にお返しいたします。ただし、利息はつきません。
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◎申し込みに必要な書類

１ 特定公共賃貸住宅入居申込書（所定の用紙）   本庁都市整備課又は各支所産業建設課にあります。

２ 住民票（入居される方全員分）

３ 収入を証明する書類（収入のある方全員分） 次の表の区分により該当する提出書類全てを提出していた

だきます。

区

分

現在の職場 提出書類

前年の所得証明書が交付されない時

期（概ね１月～５月）

前年の所得証明書が交付される時期

（概ね６月～１２月）

給
与
所
得
者

前年１月１日

から引き続き

勤務している

場合

① 源泉徴収票（注１）（前年中の

収入を証する勤務先発行のもの）

② 所得証明書（注２）（前々年中の所

得を証するもの

①と②両方を提出してください

① 所得証明書（注２）（前年中の所得

を証するもの

前年１月２日

以降に現在の

勤務先に就職

した方

① 給与支払証明書（所定の用紙に

勤

務先から証明書を受けてください）

② 所得証明書（注２）（前々年中の所

得を証するもの

①と②両方を提出してください

① 給与支払証明書（所定の用紙に勤

務先から証明書を受けてください）

② 所得証明書（注２）（前年中の所得

を証するもの

①と②両方を提出してください

自
営
業
者

前年１月１日

から引き続き

営業している

場合

① 確定申告書の控え（今年税務署に

申告したもの）

② 所得証明書（注２）（前々年中の所

得を証するもの

①と②両方を提出してください

① 所得証明書（注２）（前年中の所得

を証するもの

前年１月２日

以降に営業を

開始し、引き

続き営業して

いる方

① 確定申告書の控え（今年税務署に

申告したもの）

② 所得証明書（注２）（前々年中の所

得を証するもの

①と②両方を提出してください

① 所得証明書（注２）（前々年中の所

得を証するもの

他

年金受給者 ① 所得証明書（注２）（前々年中の所

得を証するもの

② 年金証書の写し

①と②両方を提出してください

① 所得証明書（注２）（前年中の所得

を証するもの

② 年金証書の写し

①と②両方を提出してください

失業中の方 ① 所得証明書（注２）（前々年中の所

得を証するもの

② 「離職票の写し」または「雇用保険

受給資格者証の写し」

①と②両方を提出してください

① 所得証明書（注２）（前年中の所得

を証するもの

② 「離職票の写し」または「雇用保険

受給資格者証の写し」

①と②両方を提出してください

生活保護世帯 ① 所得証明書（注２）（前々年中の所

得を証するもの

② 生活保護受給証明書（福祉事務

所発行）

①と②両方を提出してください

① 所得証明書（注２）（前年中の所得

を証するもの

② 生活保護受給証明書（福祉事務

所発行）

①と②両方を提出してください

（注１） １月の申込で「源泉徴収票」がまだ発行されていない方は「給与支払証明書」を提出してください

（注２） 「所得証明書」の交付を受ける場合は、所得金額と扶養の状況が確認できる証明書を提出してく

ださい （一関市の場合は 市県民税所得・課税証明書）
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４ 過去３年分の納税証明書（収入のある方全員分で、非課税の方は非課税証明書等）

５ 暴力団員ではない旨を誓約する書類

６ その他の書類（下記事項に該当する場合は、必要書類を提出してください）

事   項 提出していただく書類

婚約中の場合

「誓約書」（所定の用紙にそれぞれ自筆で記名押印し、媒酌人等の証明を

受けてください） ※なお、婚姻後速やかに婚姻を証明する書類を提出して

いただきます。

現在立ち退きを要求されて

いる方

「立ち退き証明書」（理由を明確に記載し、家主から自筆で証明を受けてく

ださい）

申込家族に障害をお持ちの

方がいるとき

「身体障害者手帳」の写し、「療育手帳」の写し又は関係機関の証明書等障

害の程度が確認できるもの。

被災市街地復興特別措置

法第２１条の規定に該当す

る方

「罹災証明書」の写し又は関係機関の証明書等。

母子（父子）世帯の場合 戸籍謄本

単身による申し込みの場合 戸籍謄本等

※ 上記以外にも、必要に応じて証明書等の書類を提出していただく場合あります。
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◎ 収入基準

 収入の判定は、申込者及び同居者親族（婚姻者等の同居予定者を含みます。）の中で収入のある方全員の

総所得金額を対象とします。

 収入基準による申込資格の有無は、この総所得金額から各種控除金額を差し引き１２ヵ月で割った収入月

額で判定します。

収入月額が１５８，０００円以上４８７，０００円以下となった場合は、入居申込が可能です。

総所得金額

－

各種控除金額

・市町村長が発行する前年の所得

を証明する書類の所得金額

・収入のある方が２人以上いる場合

は各々の所得金額を合計した額

・３８万円×同居親族数（本人除

く）

・３８万円×別居扶養親族数

・その他各種控除

÷１２＝

収入月額

収入月額 入居判定

１５８，０００円以上   入居可

４８７，００１円以上   入居不可

◎ 給与所得者の金額の簡易算定方法

収入金額 給与所得の金額

  ６５０，９９９円以下 ０

６５１，０００～１，６１８，９９９円以下 収入金額 － ６５０，０００円

１，６１９，０００～１，６１９，９９９円  ９６９，０００円

１，６２０，０００～１，６２１，９９９円  ９７０，０００円

１，６２２，０００～１，６２３，９９９円  ９７２，０００円

１，６２４，０００～１，６２７，９９９円  ９７４，０００円

１，６２８，０００～１，７９９，９９９円 Ａ × ０．６

１，８００，０００～３，５９９，９９９円 Ａ × ０．７ － １８０，０００円

３，６００，０００～６，５９９，９９９円 Ａ × ０．８ － ５４０，０００円

６，６００，０００～１０，０００，０００円 Ａ × ０．９ － １，２００，０００円

１０，０００，００００円以上 Ａ × ０．９５ －  １，７００，０００円 

※ 給与収入金額÷４，０００円＝（少数点以下切り捨て）×４，０００円 ＝Ａ（端数処理後の給与収入金額）
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◎ 収入計算で控除できる金額

控 除 名 控除対象者 控除額

同居親族控除 申込家族のうち申し込み者以外の人 １人につき３８万円

扶養親族控除
申込家族の中には入っていないが、申込家族の所得税

法上の扶養親族控除の対象と認められている人
１人につき３８万円

老人扶養親族控除

同居親族又は扶養親族控除対象者で、満７０歳以上の

人で、申込家族の扶養親族控除の対象と認められてい

る人

１人につき１０万円

特定扶養親族控除

同居親族又は扶養親族控除対象者で、満１６歳以上２３

歳未満の人で、申込家族の扶養親族控除の対象と認め

られている人

１人につき２５万円

障害者控除

〔特別障害者控除〕

申込者又は同居親族・扶養親族対象者で精神又は身体

に障害があり、手帳等の交付を受けている人

〔精神又は身体に重度の障害がある人〕

            （身体障害者の場合で１級又は２級）

１人につき２７万円

〔１人につき４０万円〕

寡婦控除

次に掲げる人

① 夫と死別し若しくは離婚したのち婚姻していない人や

夫の生死の明らかでない人で扶養している子がある人

② 夫と死別したのち婚姻していない人や夫の生死が

明らかでない人で合計所得金額が５００万円以下の人

その人の所得から２７

万円を限度に控除

寡夫控除

妻と死別し若しくは離婚したのち婚姻をしていない人や

妻の生死の明らかでない人で扶養している子があり合計

所得金額が５００万円以下の人

その人の所得から２７

万円を限度に控除

◎ 収入金額の早見表（収入基準１５８，０００円～４８７，０００円）

 所得金額で確認する場合（この表の人数は申し込み者本人を含まない数です。）

０人 １人 ２人 ３人 ４人

入居可能な

総所得金額

1,896,000 円以上
5,844,000 円以下

2,276,000 円以上
6,224,000 円以下

2,656,000 円以上
6,604,000 円以下

3,036,000 円以上
6,984,000 円以下

3,416,000 円以上
7,364,000 円以下
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◎ 収入認定月額計算例
給与所得者が２人以上ある場合の計算例（自営の方でも所得がある方が２人以上ある場合はこの例により

ます。）

申し込み親族４人で夫と妻に収入がある。

〔総所得金額の計算〕

 ① 夫の収入 ５，６２８，５００円      ÷４，０００円＝ １，４０７，１２５円      小数点以下切り捨て

                                                      １，４０７円

                                                      ×４，０００円

                                                      ＝５，６２８，０００円

 ５，６２８，０００円 × ０．８ － ５４０，０００円 ＝ ３，９６２，４００円

 ② 妻の収入 １，６１８，５００円      ６５万円を控除する     所得金額は ９６８，５００円

 総所得金額は ①＋②＝ ４，９３０，９００円（Ａ）

〔控除金額の計算〕  同居親族が３人（妻＋子供２人）なので

 ３８０，０００円×３人＝ １，１４０，０００円（Ｂ）

 〔控除後の収入月額の計算〕

{（Ａ）－（Ｂ）}÷１２      （４，９３０，９００円－１，１４０，０００円）÷１２＝３１５，９０８円（収入認定月額）

                                  １５８，０００円～４８７，０００円なので入居申し込み

可

〔参考〕 源泉徴収票で見る収入額及び給与所得額

令和○○年分  給与所得の源泉徴収票    

              収入金額       給与所得額

支払いを受ける者 住所 一関市竹山町７－２ 氏名 一関 太郎

種別 支払金額 給与所得控除の額 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額

給与等 5,628,500円 3,962,400円 ○○○○○円 ○○○○○円
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◎入居後の注意

１ アパートについては家賃の他に次のものが入居者の負担となります。

・入居中に使用した電気、ガス、上下水道料金などの公共料金

・共同施設の上下水道料、電気料

・汚物、じんかい処理に要する費用（合併浄化槽設置アパートのみ）

２ アパートについては管理人、班長等の役割分担があります。

３ 家賃を３ヵ月以上滞納したときは、住宅を明け渡していただきます。なお、本人から徴収できない場合

は連帯保証人から徴収します。

４ 住宅を明け渡す時は現状回復をしていただきます。なお、明け渡し予定の１０日前までに「退去届」を

提出し、検査員の退去検査を受けなければなりません。

◎その他

１ 申込書の有効期間は、申し込みをした日の属する月の末日（土日祝祭日のときは、翌日）までです。

２ 入居申込書に不正の記載や申立事項があった場合、入居許可を取り消すことがあります。

３ 婚約者がいる方については、入籍または挙式予定日の３ヵ月前から申し込みができます。

４ 申込書の記載漏れや虚偽の記載がある場合、添付書類に不備がある場合などは受理いたしません。

また、郵送による申し込みは受け付けませんのでご注意ください。

◎ 問い合わせ先

本庁都市整備課住まい環境係  ０１９１－２１－２１１１（代表） 

花泉支所産業建設課建設係    ０１９１－８２－２２１１（代表）

大東支所産業建設課建設係    ０１９１－７２－２１１１（代表）

千厩支所産業建設課建設係    ０１９１－５３－２１１１(代表) 
東山支所産業建設課建設係    ０１９１－４７－２１１１（代表）

室根支所産業建設課建設係    ０１９１－６４－２１１１（代表）

川崎支所産業建設課建設係    ０１９１－４３－２１１１（代表）

藤沢支所産業建設課建設係    ０１９１－６３－２１１１（代表）


